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(57)【要約】
【課題】撮像素子から発生した熱や照明部から発生した
熱を効率的に放散することで、撮像素子の温度上昇を低
減して画質の悪化を抑制することができる内視鏡を提供
する。
【解決手段】管状に形成され、長手方向を有する挿入部
２と、挿入部２の内部に設けられた撮像素子３６と、撮
像素子３６と電気的に接続され、挿入部２の長手方向に
延出するように設けられた信号線５１と、挿入部２の長
手方向において、信号線５１の外表面から撮像素子３６
の外表面にかけて設けられた金属シールド５６とを備え
る内視鏡を採用する。
【選択図】図４



(2) JP 2011-24800 A 2011.2.10

10

20

30

40

50

【特許請求の範囲】
【請求項１】
　管状に形成され、長手方向を有する挿入部と、
　前記挿入部の内部に設けられた固体撮像素子と、
　前記固体撮像素子と電気的に接続され、前記挿入部の長手方向に延出するように設けら
れた信号線と、
　前記挿入部の長手方向において、前記信号線の外表面から前記固体撮像素子の外表面に
かけて設けられた第１伝熱部材とを備える内視鏡。
【請求項２】
　前記信号線は、前記信号線を覆う第２の伝熱部材をさらに有する請求項１に記載の内視
鏡。
【請求項３】
　前記第１の伝熱部材と前記第２の伝熱部材とが一体的に形成されている請求項２に記載
の内視鏡。
【請求項４】
　被写体からの光を前記固体撮像素子に結像する結像レンズと、
　該結像レンズを保持する保持枠とを備え、
　前記保持枠が、前記結像レンズよりも前記挿入部の基端側に延びる張り出し部を有する
請求項１から請求項３のいずれかに記載の内視鏡。
【請求項５】
　前記保持枠と前記第１の伝熱部材とが熱的に接続されている請求項４に記載の内視鏡。
【請求項６】
　前記挿入部の外周面を被覆する第３の伝熱部材を備える請求項１から請求項５のいずれ
かに記載の内視鏡。
【請求項７】
　前記第１の伝熱部材と前記第２の伝熱部材の少なくとも一方に銅箔層を備える請求項１
から請求項６のいずれかに記載の内視鏡。
【請求項８】
　前記第１の伝熱部材と前記第２の伝熱部材の少なくとも一方にカーボングラファイト層
を備える請求項１から請求項７のいずれかに記載の内視鏡。
【請求項９】
　前記第２の伝熱部材は網状の金属ブレードであり、前記絶縁被覆の端面近傍の網密度が
、前記挿入部の湾曲部における網密度よりも大きく形成されている請求項２に記載の内視
鏡。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、内視鏡に関する。
【背景技術】
【０００２】
　内視鏡には、被検体を観察するための撮像素子を先端に備えたビデオ内視鏡があり、例
えば医療用と工業用のものがある。工業用内視鏡は、ボイラーや航空機などのガスタービ
ンエンジン、化学プラントなどの配管、自動車エンジン等の被検体の内部のキズ、腐食の
観察等に幅広く使用されている。そのため、被検体は高温または低温の状態でも検査され
る可能性があり、広い温度範囲で使用可能であることが望まれている。
【０００３】
　ビデオ内視鏡は、例えば高温環境下で使用された場合、そもそも発熱体である撮像素子
の温度がさらに上昇し、画素表面に発生する温度依存性のある暗電流ノイズの増加によっ
てＳ／Ｎが低下し、画像品質が悪化することが知られている。
【０００４】
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　この問題に対して、固体撮像装置を有する先端部と湾曲可能な湾曲部とを有する内視鏡
において、湾曲部から先端部にかけての部分を熱伝導性が良好な純銅や銅合金を網状した
ブレードで被覆し、先端部で発生した熱を、ブレードを介して放散する構成が知られてい
る（例えば、特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２０００－２６２４６３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、一般的なビデオ内視鏡の先端部の内部構造は、撮像素子のカバーガラス
またはカバーガラス前面に貼り付けられたレンズが、レンズ保持枠によって保持されてお
り、そのレンズ保持枠が先端本体に組みつけられている。さらに、撮像素子周辺は、熱伝
導性の悪い樹脂などにより封止されている。つまり、撮像素子から発生した熱は、レンズ
保持枠、先端本体、ブレードの順で伝熱されることになり、放熱部材であるブレードまで
多くの部品が介在しているため、効率良く放熱することができていなかった。
【０００７】
　そこで、撮像素子から発生した熱を効率的に放散することで、撮像素子の温度上昇を低
減して画質の悪化を抑制することができる内視鏡が望まれていた。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明の一実施態様は、管状に形成され、長手方向を有する挿入部と、前記挿入部の内
部に設けられた固体撮像素子と、前記固体撮像素子と電気的に接続され、前記挿入部の長
手方向に延出するように設けられた信号線と、前記挿入部の長手方向において、前記信号
線の外表面から前記固体撮像素子の外表面にかけて設けられた第１伝熱部材とを備える内
視鏡である。
【０００９】
　本実施態様によれば、電力が供給されることで固体撮像素子から発生した熱が、半径方
向外方に放散されると、その方向に近接して設けられた第１の伝熱部材に伝わる。そして
、この熱は、第１の伝熱部材を介して、例えば信号線の外表面に被覆された金属シールド
に伝わり、該金属シールド内を先端側から基端側に伝導して、基端側において放散される
。
　このように、固体撮像素子から発生した熱を、近接する第１の伝熱部材を介して信号線
の外表面に伝えることで、固体撮像素子に対して間隔を空けて配置された信号線の外表面
に直接伝熱する場合よりも効率的に伝熱することができる。
　その結果、放熱効果を向上することができ、固体撮像素子の熱による劣化を抑制すると
ともに、固体撮像素子に生じる熱ノイズを抑制して観察画像の画質を向上することができ
る。
【００１０】
　上記態様において、前記信号線は、前記信号線を覆う第２の伝熱部材をさらに有するこ
ととしてもよい。
　このようにすることで、固体撮像素子から発生した熱を、第１の伝熱部材を介して第２
の伝熱部材に伝えて、第２の伝熱部材内を先端側から基端側に伝導させ、基端側において
放散することができる。
【００１１】
　上記態様において、前記第１の伝熱部材と前記第２の伝熱部材とが一体的に形成されて
いることとしてもよい。
　このようにすることで、第１の伝熱部材と第２の伝熱部材との伝熱効率を向上すること
ができ、固体撮像素子から発生した熱を、より効率的に放散することができる。また、そ
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の組み付け作業を容易にするとともに、製造コストの低減を図ることができる。
【００１２】
　上記態様において、被写体からの光を前記固体撮像素子に結像する結像レンズと、該結
像レンズを保持する保持枠とを備え、前記保持枠が、前記結像レンズよりも前記挿入部の
基端側に延びる張り出し部を有することとしてもよい。
　このようにすることで、挿入部内壁と第１の伝熱部材とを接着剤等で固定した場合に、
挿入部内壁に対する第１の伝熱部材の軸線方向における接着強度を向上することができる
。
【００１３】
　上記態様において、前記保持枠と前記第１の伝熱部材とが熱的に接続されていることと
してもよい。
　このようにすることで、固体撮像素子で発生し、結像レンズを介して保持枠に伝わった
熱を、第１の伝熱部材、第２の伝熱部材の順に伝達させ、挿入部の基端側において放散す
ることができる。
【００１４】
　上記態様において、前記挿入部の外周面を被覆する第３の伝熱部材を備えることとして
もよい。
　このようにすることで、固体撮像素子から発生した熱を、第１の伝熱部材を介して第２
の伝熱部材に伝えるだけでなく、第３の伝熱部材に伝えることができる。これにより、固
体撮像素子から発生した熱を、より効率的に放散することができる。
【００１５】
　上記態様において、前記第１の伝熱部材と前記第２の伝熱部材の少なくとも一方に銅箔
層を備えることとしてもよい。
　このようにすることで、第１の伝熱部材および／または第２の伝熱部材の伝熱効率を向
上することができるとともに、挿入部外部からのノイズが素線に伝播してしまうことを抑
制することができる。
【００１６】
　上記態様において、前記第１の伝熱部材と前記第２の伝熱部材の少なくとも一方にカー
ボングラファイト層を備えることとしてもよい。
　このようにすることで、第１の伝熱部材および／または第２の伝熱部材の伝熱効率を、
より向上することができる。
【００１７】
　上記態様において、前記第２の伝熱部材は網状の金属ブレードであり、前記絶縁被覆の
端面近傍の網密度が、前記挿入部の湾曲部における網密度よりも大きく形成されているこ
ととしてもよい。
　このようにすることで、固体撮像素子から発生した熱の放熱効果を確保するとともに、
湾曲部における可動性を確保して、挿入部を機械内等に挿入する際の作業性を向上するこ
とができる。
【発明の効果】
【００１８】
　本発明によれば、電力が供給されることで固体撮像素子から発生した熱が、半径方向外
方に放散されると、その方向に近接して設けられた第１の伝熱部材に伝わる。そして、こ
の熱は、第１の伝熱部材を介して、例えば信号線の外表面に被覆された金属シールドに伝
わり、該金属シールド内を先端側から基端側に伝導して、基端側において放散される。
　このように、固体撮像素子から発生した熱を、近接する第１の伝熱部材を介して信号線
の外表面に伝えることで、固体撮像素子に対して間隔を空けて配置された信号線の外表面
に直接伝熱する場合よりも効率的に伝熱することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】本発明の一実施形態に係る内視鏡の斜視図である。
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【図２】図１の内視鏡に着脱されるアダプタの斜視図である。
【図３】図２のアダプタの縦断面図である。
【図４】図１の挿入部の縦断面図である。
【図５】図４のＡ部の詳細を示す拡大断面図である。
【図６】第１の変形例に係る挿入部の縦断面図である。
【図７】第２の変形例に係る挿入部の縦断面図である。
【図８】第３の変形例に係る挿入部の縦断面図である。
【図９】第４の変形例に係る挿入部の縦断面図である。
【図１０】第５の変形例に係る挿入部の縦断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
　以下、本発明の一実施形態に係る内視鏡について図面を参照して説明する。ここでは、
挿入部の先端部に着脱自在なアダプタを備える内視鏡を例に挙げて説明する。
　図１は本実施形態に係る内視鏡１の斜視図、図２は図１の内視鏡に着脱されるアダプタ
の斜視図、図３は図２のアダプタの縦断面図である。
【００２１】
　図１に示すように、本実施形態に係る内視鏡１は、例えば配管内に挿入される細長い挿
入部２と、挿入部２の湾曲動作を操作する操作部３と、挿入部２からの信号に基づいて画
像を生成する内視鏡の本体４と、本体４により生成された画像を表示するモニタ５とを主
な構成要素として備えている。
【００２２】
　挿入部２は、先端側から順に、先端部２１と、操作部３をユーザが操作することによっ
て３次元的に湾曲される湾曲部２２と、可撓性部材にて形成された長尺な可撓管部２３と
が連続して一体的に配置されており、可撓管部２３の基端部が操作部３に接続されている
。
　また、挿入部２の先端部２１には、後述する光学アダプタ６が着脱されるようになって
いる。
【００２３】
　操作部３は、ユーザにより例えば操作レバーが傾倒されることによって、挿入部２内を
挿通された湾曲操作ワイヤ（図示略）を動作させ、湾曲部２２を３次元方向に湾曲動作さ
せるようになっている。より具体的には、操作部３は、ユーザにより操作レバーが傾倒さ
れた方向に、その傾倒角度に応じた角度で湾曲部２２を湾曲させるようになっている。な
お、操作部３には、操作レバーの他、撮像動作等を指示する各種スイッチが配設されてい
る。
【００２４】
　本体３は、例えばマグネシウムダイキャストにより構成された筐体を備えており、該筐
体の内部には、画像処理用のＣＰＵ等の電気部品が複数固定された基板（図示略）や、後
述する光学アダプタ６のＬＥＤ６１に電力を供給するバッテリユニット（図示略）等が設
けられている。
　また、本体３の筐体外部には、挿入部２により撮像され、本体３内のＣＰＵ等により生
成された内視鏡画像を表示するモニタ５が設けられている。
【００２５】
　次に、光学アダプタ６の構成について、図２および図３を用いて説明する。
　図２および図３に示すように、光学アダプタ６は、挿入部２の先端部２１外周面に嵌合
する円筒形状を有しており、その先端面には、観察領域を照明する複数のＬＥＤ６１と、
観察領域からの光を集光する対物光学系６２とが設けられている。
【００２６】
　また、光学アダプタ６の外周面には、挿入部２の先端部２１が挿入された状態で、例え
ば中心軸線回りに回動させることで、挿入部２の先端部２１と嵌合する固定リング６３が
設けられている。また、光学アダプタ６の底面内側には、挿入部２の先端部２１が挿入さ



(6) JP 2011-24800 A 2011.2.10

10

20

30

40

50

れた際に、挿入部２の先端部２１に設けられた後述する端子４３（図５参照）と接触して
、複数のＬＥＤ６１に電力を伝達するアダプタ側接点６４が設けられている。
【００２７】
　次に、挿入部２の先端部２１および湾曲部２２の内部構成について、図４および図５を
用いて説明する。図４は、挿入部２の先端部２１および湾曲部２２を縦断面図であり、図
５は、図４のＡ部の詳細を示す拡大断面図である。
　図４に示すように、先端部２１は、金属で構成された管状の先端本体３１を備えており
、先端本体３１の内部には、挿入部２の先端側から順に、第二レンズ３４、第一レンズ（
結像レンズ）３２、および撮像素子（固体撮像素子）３６が主な構成要素として設けられ
ている。
【００２８】
　先端本体３１の内周側には、第一レンズ３２を保持する第一レンズ保持枠（保持枠）３
３が嵌合されている。第一レンズ３２は、撮像素子３６と中心軸を合わせた状態で、第一
レンズ保持枠３３に接着固定されている。
　また、第一レンズ保持枠３３は、第一レンズ３２よりも挿入部２の基端側に延びる張り
出し部４７を有している。
【００２９】
　第一レンズ保持枠３３の内周側には、第二レンズ３４を保持する第二レンズ保持枠３５
が嵌合されている。第一レンズ３２と第二レンズ３４とは、面間を調整（ピント出し）し
た後に、それぞれの保持枠に接着固定されている。また、第一レンズ３２および第二レン
ズ３４は、先端部２１に光学アダプタ６が装着された際に、光学アダプタ６内の対物光学
系６２と光軸が一致する位置に保持されている。
【００３０】
　先端本体３１には、図５に示すように、挿入部２の中心軸線に沿って貫通する貫通孔４
１が形成されており、貫通孔４１に、外周面に絶縁部材が被覆されたリード線４２が挿通
されている。リード線４２の先端には、導体が露出された端子４３が形成されており、こ
の端子４３は、先端部２１に光学アダプタ６が装着された際に、光学アダプタ６の底面内
側に設けられたアダプタ側接点６４と電気的に接触する。なお、先端本体３１内部におけ
る端子４３の周囲には、ショートを抑制するために隙間が設けられ、該隙間には絶縁部材
４４が被覆されている。
【００３１】
　第二レンズ３４の先端側には、カバーガラス３８が設けられている。第一レンズ３２と
撮像素子３６との間には、カバーガラス３７が設けられている。第一レンズ３２とカバー
ガラス３７およびカバーガラス３７と撮像素子３６は、例えば透明の接着剤によりそれぞ
れ接着固定されている。
　撮像素子３６の軸方向後端側には、撮像素子３６からの出力信号を処理する電子部品（
例えばコンデンサ、温度測定素子、ＩＣ等）が実装された複数の回路基板３９が設けられ
ている。
【００３２】
　撮像素子３６および複数の回路基板３９の半径方向外方には、金属製のインナーリード
５９が設けられている。このインナーリード５９によって、撮像素子３６と複数の回路基
板３９とは電気的に接続されている。
【００３３】
　回路基板３９には、撮像素子３６の駆動信号や撮像素子３６からの出力信号を、本体４
内に設けられた信号処理回路に伝送するための信号線５１が接続されている。
　信号線５１は、複数のリード線（素線）５２が結束されたものであり、挿入部２内を通
って回路基板３９に電気的に接続された複数のリード線５２と、これらリード線５２の外
周面を被覆する絶縁被覆５３と、該絶縁被覆５３の外周面を被覆する網状の金属シールド
（第２の伝熱部材）５４とを備えている。
【００３４】
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　複数のリード線５２は、導体と該導体を被覆する被覆部材とをそれぞれ有しており、導
体が露出された部分が、複数の回路基板３９およびインナーリード５９に対して、例えば
半田により接続されている。すなわち、複数のリード線５２は、複数の回路基板３９に電
気的に接続されているとともに、インナーリード５９を介して撮像素子３６にも電気的に
接続されている。
【００３５】
　金属シールド５４は、網状の金属で構成されており、外来ノイズの信号線５１への侵入
および信号線５１からのノイズの放射を抑制するとともに、伝熱部材としての機能を有し
ている。
【００３６】
　撮像素子３６と回路基板３９との間、回路基板３９同士の間、および回路基板３９と金
属シールド５４の端面５０との間には、例えばエポキシ樹脂等の封止材５５が充填されて
おり、これらの間を電気的に絶縁している。また、回路基板３９、複数のリード線５２、
および信号線５１の半径方向外方にも封止材５５が充填されている。なお、封止材５５は
、各部材を固定するとともに、ショートの抑制を目的としているため、絶縁性を有してい
ればよく、熱伝導性を有する材料としてもよい。
【００３７】
　撮像素子３６および回路基板３９の半径方向外方には、封止材５５を介して網状の金属
シールド（第１の伝熱部材）５６が近接して設けられている。この金属シールド５６は、
網状の金属で構成されており、伝熱部材としての機能を有している。また、金属シールド
５６は、信号線５１の外周面を被膜する金属シールド５４と熱的に接続されている。
【００３８】
　また、挿入部２には、外周面が絶縁部材で被覆され、撮像素子３６およびＬＥＤ６１に
電力を供給するためのリード線４２が挿通されている。
　また、挿入部２には、先端本体３１に接続され、先端本体３１の熱を放散するための放
熱線５８が挿通されている。
【００３９】
　挿入部２の湾曲部２２内部には、挿入部２を湾曲させる複数の節輪７１と、複数の節輪
７１を揺動自在に固定するアングルワイヤ７２とが設けられている。また、挿入部２の湾
曲部２２の外周面には、例えば網状の金属で形成された湾曲部ブレード（第３の伝熱部材
）７３が設けられている。また、アングルワイヤ７２と湾曲部ブレード７３との間には、
挿入部２内部への浸水を抑制する水密ゴム７４が設けられている。
【００４０】
　上記構成を有する内視鏡１の作用について以下に説明する。
　本体３内のバッテリユニットから、挿入部２に挿通されたリード線４２を介して、撮像
素子３６およびＬＥＤ６１に電力が供給されると、ＬＥＤ６１から観察領域に向けて照明
光が射出されるとともに、観察領域からの光が、光学アダプタ６の対物光学系６２により
集光され、第一レンズ３２および第二レンズ３４を介して撮像素子３６上に結像される。
【００４１】
　撮像素子３６では、結像された光が光電変換されて撮像信号が生成される。生成された
撮像信号は、回路基板３９を介して信号線５１を伝送され、本体４内のＣＰＵ等により画
像が生成されてモニタ５に表示される。
【００４２】
　この場合において、撮像素子３９からは熱が発生するが、本実施形態に係る内視鏡１に
よれば、撮像素子３９からの熱が半径方向外方に放散されると、この熱は、撮像素子３９
の半径方向外方に近接して設けられた金属シールド５６に即座に伝わる。そして、この熱
は、金属シールド５６内を先端側から基端側に伝導して、金属シールド５６と熱的に接続
された金属シールド５４に伝わる。そして、金属シールド５４に伝わった熱は、金属シー
ルド５４内を先端側から基端側に伝導して、基端側において放散される。
【００４３】
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　このように、撮像素子３９から発生した熱を、撮像素子３９に近接する金属シールド５
６を介して金属シールド５４に伝えることで、撮像素子３９に対してその端面が間隔を空
けて配置された金属シールド５４に直接伝熱させる場合よりも、効率的に伝えることがで
きる。その結果、放熱効果を向上することができ、撮像素子３９の熱による劣化を抑制す
るとともに、撮像素子３９に生じる熱ノイズを抑制して観察画像の画質を向上することが
できる。
【００４４】
　また、挿入部２の湾曲部２２外周面を被覆する湾曲部ブレード７３を備えることで、撮
像素子３９から発生した熱を、金属シールド５６を介して金属シールド５４に伝えるだけ
でなく、湾曲部ブレード７３に伝えることができる。これにより、撮像素子３９から発生
した熱を、より効率的に放散することができる。
【００４５】
　また、従来の内視鏡によれば、挿入部２に対して軸方向の引張りの力が加わると、挿入
部２内部の信号線５１が引っ張られ、撮像素子３６とカバーガラス３７、または、第一レ
ンズ３２とカバーガラス３７の間の接着が剥離してしまう場合があった。
　これに対して、本実施形態に係る内視鏡１は、第一レンズ３２を保持する第一レンズ保
持枠３３が、第一レンズ３２よりも挿入部２の基端側に延びる張り出し部４７を有してい
る。これにより、挿入部２の内壁と金属シールド５６とを接着剤等で固定した場合に、挿
入部２の内壁への金属シールド５６の軸線方向における接着強度を向上することができる
。
【００４６】
　なお、光学アダプタ６に設けられたＬＥＤ６１からの熱の伝達経路として、以下の３経
路が考えられる。
（１）ＬＥＤ６１→光学アダプタ本体６５→挿入部２の先端本体３１→放熱線５８
（２）ＬＥＤ６１→光学アダプタ本体６５→挿入部２の先端本体３１→第一レンズ保持枠
３３→金属シールド５６→金属シールド５４
（３）ＬＥＤ６１→光学アダプタ本体６５→挿入部２の先端本体３１→第一レンズ保持枠
３３→第一レンズ３２→カバーガラス３７→撮像素子３６→金属シールド５６→金属シー
ルド５４
【００４７】
　上記の経路（２）に示すように、第一レンズ保持枠３３にＬＥＤ６１からの熱が伝わっ
た場合においても、本実施形態に係る内視鏡１によれば、金属シールド５６を介して金属
シールド５４によって、効率的に放熱することができる。
　また、上記の経路（３）に示すように、撮像素子３６にＬＥＤ６１からの熱が伝わって
しまった場合においても、本実施形態に係る内視鏡１によれば、金属シールド５６を介し
て金属シールド５４によって、撮像素子３６の熱を放散することができる。
【００４８】
　また、第１の伝熱部材として、網状の金属シールド５６を撮像素子３６の半径方向外方
に近接して設けることとして説明したが、これに代えて、例えばカーボングラファイト等
を材料とした熱伝導率の高い放熱テープを設けることとしてもよい。
　また、金属シールド５６は、撮像素子３６の半径方向外方の全周にわたって設けること
としてもよく、周方向に間隔をあけて設けることとしてもよい。
【００４９】
　また、金属シールド５４と金属シールド５６との接続方法として、熱伝導接着剤によっ
て接着することで、金属シールド５４と金属シールド５６との熱伝導性を向上することが
できる。また、これら金属シールドを熱収縮チューブやシリコンチューブを用いて接続す
ることで、組立作業を容易なものとすることができる。また、これら金属シールドを半田
付けによって接続することで、熱伝導性を向上することができる。また、これら金属シー
ルドを糸巻きによって接続することとしてもよい。
【００５０】
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［第１の変形例］
　以下に、第１の変形例について図６を用いて説明する。
　図６に示すように、本変形例に係る内視鏡の挿入部１１は、第１の伝熱部材と第２の伝
熱部材とが一体的に形成された金属シールド８１を備えている。すなわち、金属シールド
８１は、撮像素子３６の半径方向外方に近接して設けられるとともに、信号線５１の外周
面に設けられている。
【００５１】
　本変形例に係る内視鏡の挿入部１１によれば、第１の伝熱部材と第２の伝熱部材との継
ぎ目がないため、その伝熱効率を向上することができ、撮像素子３６から発生した熱を、
より効率的に放散することができる。
　また、金属シールドが一体的に構成されているので、第１の伝熱部材と第２の伝熱部材
とを熱的に接続する作業を省略することができ、以って製造コストの低減を図ることがで
きる。
【００５２】
［第２の変形例］
　以下に、第２の変形例について図７を用いて説明する。
　図７に示すように、本変形例に係る内視鏡の挿入部１２は、図６に示す第１の変形例に
おいて、第一レンズ保持枠３３に、第一レンズ３２よりも挿入部２の基端側に延びる張り
出し部４７を省略した構成とされている。
【００５３】
　このように第一レンズ保持枠３３と撮像素子３６とを離間することで、光学アダプタ６
のＬＥＤ６１から発生し、第一レンズ保持枠３３まで伝わった熱が、撮像素子３６に伝わ
ってしまうことを抑制することができる。
【００５４】
［第３の変形例］
　以下に、第３の変形例について図８を用いて説明する。
　図８に示すように、本変形例に係る内視鏡の挿入部１３は、図７に示す第２の変形例に
おいて、第一レンズ保持枠３３と金属シールド８１とを接触させ、これらを熱的に接続し
た構成とされている。
【００５５】
　このようにすることで、撮像素子３６で発生し、第一レンズ３２を介して第一レンズ保
持枠３３に伝わった熱を、金属シールド８１に伝達させ、挿入部２の基端側において放散
することができる。これにより、撮像素子３６から発生した熱を、より効率的に放散する
ことができる。
【００５６】
　また、光学アダプタ６のＬＥＤ６１から発生し、先端本体３１を介して第一レンズ保持
枠３３まで伝わった熱を、金属シールド８１に直接伝えることができ、ＬＥＤ６１の放熱
効果を向上することができる。これにより、ＬＥＤ６１の点灯寿命時間の向上を図るとと
もに、ＬＥＤ６１への供給電流値を大きくすることができ、観察領域の照度を向上するこ
とができる。
【００５７】
　また、第一レンズ保持枠３３は、先端本体３１や湾曲部ブレード７３等を介して本体４
に設けられた接地端子に接続されている。また、信号線５１の外周面に設けられた金属シ
ールド８１も同様に、本体４に設けられた接地端子に接続されている。したがって、撮像
素子３６を２重にシールド遮蔽することができるので、シールド効果を向上させ、外来ノ
イズや放射ノイズをより効率的に抑制することができる。
【００５８】
［第４の変形例］
　以下に、第４の変形例について図９を用いて説明する。
　図９に示すように、本変形例に係る内視鏡の挿入部１４は、図８に示す第３の変形例に
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おいて、金属シールド８１の半径方向内側に銅箔テープ（銅箔層）８３を設けた構成とさ
れている。
【００５９】
　このようにすることで、撮像素子３６またはＬＥＤ６１からの熱を、挿入部２の基端側
に効率的に伝達することができるとともに、シールド効果が向上し、外来ノイズや放射ノ
イズをより効果的に抑制することができる。
　なお、本変形例において、銅箔テープ８３を金属シールド８１の半径方向外側に設けた
構成としてもよく、当該構成でも同様の効果が得られる。
【００６０】
［第５の変形例］
　以下に、第５の変形例について図１０を用いて説明する。
　図１０に示すように、本変形例に係る内視鏡の挿入部１５は、図９に示す第４の変形例
において、銅箔テープ８３の半径方向内側に、カーボングラファイト等を材料とした放熱
テープ（カーボングラファイト層）８５を設けた構成とされている。なお、撮像素子３６
からの熱は、放熱テープ８５により伝達可能であるため、信号線５１の外周面には、図４
と同様に金属シールド５４を設けることとして説明する。
【００６１】
　カーボングラファイト等を材料とした放熱テープ８５を設けることによって、銅箔より
も熱伝導率を向上させることができ、撮像素子３６の放熱効果を向上することができる。
　また、金属シールドは筒状になっているので、信号線５１を回路基板３９に半田付けす
る際などは、軸方向後端側の方へずらしておく必要があり、金属シールドの内径が大きく
なり、複数のリード線５２を、内径方向に保持することが煩雑となることから、複数のリ
ード線５２の結束がバラけないよう注意して作業する必要がある。これに対して、本変形
例のようにテープを用いた場合には、信号線５１を回路基板３９に半田付けする際などに
、必要部までテープを巻き戻しておくだけで良いので、複数のリード線５２の結束がバラ
ける心配がなく、組立作業性を向上することができる。
【００６２】
　なお、本変形例において、放熱テープ８５を銅箔テープ８３の半径方向外側に設けた構
成としてもよく、当該構成でも同様の効果が得られる。また、本変形例において、銅箔テ
ープ８３に代えて、前述の金属シールド５６または金属シールド８１を設けることとして
もよい。
【００６３】
［第６の変形例］
　第６の変形例として、金属シールド５４（または金属シールド８１）について、湾曲部
２２の先端に設けられた口金よりも先端の網密度を、挿入部２の湾曲部２２内における網
密度よりも大きく形成することとしてもよい（図１参照）。
　このようにすることで、伝熱量を大きくして撮像素子３６の放熱効果を確保することが
できる。また、挿入部２の湾曲部２２内における金属シールドの網密度が低く信号線５１
の可撓性が高くなり、湾曲性能を向上させることができる。
【００６４】
　以上、本発明の実施形態について図面を参照して詳述してきたが、具体的な構成はこの
実施形態に限られるものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲の設計変更等も含まれ
る。
　例えば、本実施形態において、挿入部の先端部に着脱自在なアダプタを備えるアダプタ
方式の内視鏡について説明したが、直視専用や側視専用など非アダプタ方式の内視鏡に関
しても同様の効果が得られる。
　また、第１の伝熱部材および第２の伝熱部材は、例えば金属シールド、銅箔、カーボン
グラファイト等の放熱テープであることとして説明したが、熱伝導性を有する材料であれ
ばよい。
【符号の説明】
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【００６５】
１　内視鏡
２　挿入部
３　操作部
４　本体
５　モニタ
６　光学アダプタ
２１　先端部
３２　第一レンズ（結像レンズ）
３３　第一レンズ保持枠（保持枠）
３４　第二レンズ
３５　第二レンズ保持枠
３６　撮像素子（固体撮像素子）
３９　回路基板
４７　張り出し部
５０　端面
５１　信号線
５２　リード線（素線）
５３　絶縁被覆
５４　金属シールド（第２の伝熱部材）
５５　封止材
５６　金属シールド（第１の伝熱部材）
７３　湾曲部ブレード（第３の伝熱部材）
８１　金属シールド
８３　銅箔テープ（銅箔層）
８５　放熱テープ（カーボングラファイト層）
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